
○市民一人ひとりが地域福祉を「自分自身の問題」と捉え、主体的に行動
するまち

○市民、事業者、行政等が協力して支援する体制が整備され、誰もが安心
して暮らせるまち

○市民一人ひとりが、自分にあったサービスを受けられるまち

参考：ケアタウンおだわら推進事業

【経 緯】

平成２１年６月 ケアタウン構想検討委員会発足

平成２２年３月 同委員会からから報告書提出

平成２２年度 ５地区でモデル事業として実施

平成２４年度 １０地区に実施地区拡大

平成２５年度 １５地区に実施地区拡大

平成２７年度 １８地区に実施地区拡大

【経 緯】

平成２１年６月 ケアタウン構想検討委員会発足

平成２２年３月 同委員会からから報告書提出

平成２２年度 ５地区でモデル事業として実施

平成２４年度 １０地区に実施地区拡大

平成２５年度 １５地区に実施地区拡大

平成２７年度 １８地区に実施地区拡大

■地域包括ケアシステムとの関連

「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支

援・介護予防」のうち「生活支援・介護予防」につ

いては、地域主体で整備する必要があり、この体制

づくりが地域包括ケアシステム構築の基盤となると

認識しています。

小田原市では、対象を高齢者に限らず、地域で支

援を必要とする「子育て家庭」や「障がい者」を含

め、地域全体で支え合う体制づくりを「ケアタウン

おだわら推進事業」として位置付けています。

高齢者、障がい者、子育て家庭など支援を必要としている方々を、制度的

な枠組みを越えて、市民、事業者、行政等が一体となって支える仕組みづく

りのことで、平成22年から取り組みを進めています。

基本目標

ケアタウン構想とは
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参考：ケアタウンおだわら推進事業（取り組み事例）
ケアタウンの取り組み紹介
（広報 小田原 2015.1.1号）

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-mage/
odawaraArch/11126/pdf/20150105102021.pdf○ケアタウンは連合自治会を単位として取り組みを進めており、

市内25の連合自治会のうち、18の連合自治会で取り組みが始

まっています。

○各連合自治会での取り組みは地域それぞれですが、さらにケア

タウンの取り組みを進めるため、小田原市として「生活応援隊

事業」や「担い手育成事業」といった事業メニューを用意して

います。

地域の高齢者等を対象に、介護保険制度に該当しないような日常
生活での些細な困りごとに対応する、有償ボランティアによるサー
ビス事業。
この事業実施地区に対し、その運営に係る経費の一部を助成し、

その取り組みを支援する。

生活応援隊事業

ケアタウン推進事業の受け皿となっている地区社協における、人
材・組織の不足が課題。この課題に対し積極的に取り組む地区に、
その育成・組織運営に係る次の経費の一部を支援する。
①地域福祉コーディネーター会の設立・運営
②在宅福祉サービスチームの活性化、組織強化
③生活支援サービス事業推進組織の設立

担い手育成事業
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